
令和５年８月 16日 

副会長 犬飼孝二 

 令和５年８月度 西こじょう会 役員会・幹事会報告書  

日 時     令和５年８月 12日（土）10：07～11：55、(13：20～15：45) 

場 所   天神山福祉会館 第２集会室 

出 席 者     役員 ９ (9) 名、 幹事  10 (6) 名 

会 員 数     112 名（令和 5年 8月 1日現在） 

議 題 

１. 角田会長の挨拶 

暑さ真っ只中、熱中症警戒アラートが発令されてますので、午後の清掃は中止とします。 

２．鯱城会幹事 

・第 22 回鯱城会 G.G.交歓会は庄内緑地・陸上競技場で 10/18(水)開催が決まりました。 

多くの会員皆様のご参加をお待ちします。8/28(月)までに同好会代表の松野さんか、当方(馬場) 

に電話を入れて参加申込みをお願いします。 

３．会計  

7 月末時点で 331,502 円 になっています。鯱城会から学園協賛金 25,000 円が入金されました。  

４. 広報委員会 

毎月の役員会・幹事会報告書は電子版として HPの「お知らせ」に up することにしましたので、

文書で届く約３週間前には内容を見て頂けます。ぜひ HP にアクセスして下さい。 

５. ボランティア委員会 

・「こころの絆創膏キャンペーン」啓発物の配布ボランティアが 4 年ぶりに実施される事になりま

した。9/12(火)早朝 8時～9時 地下鉄伏見駅付近での街頭活動で役員のみにて対応します。 

・令和 5年度上半期｢ボランティア活動実態調査 R5.4.1～9.30｣を行ないます。会員の皆さんが各々

活動した内容を記入し提出をお願いします。9月分については活動予定で結構とのこと。 

６．行事委員会 

・7/28(金)の宗次ホール音楽鑑賞と東急ホテル内のランチ会には 17 名が参加し、好評を得ました。 

・9月 16 日(土)｢クルーズ名古屋｣への参加予定者は今のところ 27 名です。会員以外の方にも声掛 

けし 35 名の参加人数を目指したい。但し、会員以外の方には費用補助は出来ません。 

・11 月 24日(金)秋のバス旅行行き先３案について検討した結果、海鮮ランチと大井川鐵道 SL 列車 

乗車、世界一長い木造歩道橋“蓬莱橋”案が有力で、この案で更に要望提案していく。 

７. 総務委員会 

 ・学区交友会の開催については、年内に実施する計画で進めて貰いたいし、働き掛けを行なう。 

・7月度役員会・幹事会報告書を提示しましたので、ご確認下さい。 

・令和５年度学区相談役会議報告書を提示しましたので、ご確認下さい。 

８. その他 

 ・16 区フェスティバル実行委員会会議報告:① 競技 4種目(玉入れ、龍の玉送り、ボッチャ、○× 

クイズ)に対し、重複選手なしの場合で 30 人、重複有りでも 20人の選手人数がほしい。 

② 新種目のボッチャは 8コートを使用して、２回に分けての競技になり、各区 4 チーム。コ－ト 

毎の順位付け。各区 1 人の審判(選手との兼務不可)確保が必要になる。③ 当日(11/16)までに、 

2 回の練習日を設けたいことと、今後の活動とも併せ、練習場所を確保してもらいたい。 

・第 19 回総合作品展の準備: 本日出品依頼と作品展案内チラシの配布準備を整えました。来場者 

は昨年より増える見込みで、多くの方の出品に期待します。役員･幹事分担表は一部見直す。              

・定時総会、その他の課題事項検討会報告: ① 総会への出席率 up には総会後の懇親会が有効との 

判断に至った。一方、会員への意見聴取のハガキでのやり取りや委任状は総会案内書を工夫すれ 

ば済むことで決着した。② 会則の一部見直しは 11 条 1 項には重要事項で緊急性があるときは会

長召集による総会を明記する。14 条(届出･資格喪失)は文言を正す。で決着した。13 条(会計年

度)決算報告・監査に余裕が出来る毎年3月 16日～翌年3月 15日終了する変更案は一蹴された。 

 


